
グリーンスローモビリティとは

【グリスロの特長】
①時速20km未満 ・道路運送車両法の基準が一部緩和（窓ガラスがなくても公道を走行でき、

シートベルトやチャイルドシートの装着も免除）。
・観光客が景色を楽しむ、コミュニケーション創出、重大事故発生を抑制

②電動車を活用 ・環境にやさしいエコな移動サービス
③小さな移動ｻｰﾋﾞｽ ・従来の公共交通ではカバーしきれなかった短距離のきめ細やかな移動サービス

ｸﾞﾘｰﾝｽﾛｰﾓﾋﾞﾘﾃｨ：①時速20km未満で公道を走ることができる②電動車を活用した③小さな移動ｻｰﾋﾞｽ

※11人乗り以上の車両の運転には、中型自動車免許が必要になります。
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